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成田市指定給水装置工事事業者の指定に関する手続き案内 
 

 指定給水装置工事事業者制度とは、水道工事業者からの申請により、給水装置工事の新設、

改造、修繕、撤去を適正に施工することができると認められる水道工事業者を、水道法に定め

る指定要件に基づき、「給水装置工事事業者」として各事業体（成田市）の水道事業管理者が

指定する制度をいいます。 

 

１．新規指定または更新申請について 

必要書類 

・指定給水装置工事事業者指定申請書（様式第１） 

営業所の案内図及び平面図 

営業所（看板を含む）の外観及び内部写真 

法人：定款の写し（原本証明文を記載し、代表者印を押印したもの） 

登記事項証明書（3か月以内に発行されたもの） 

個人：住民票の写し（3か月以内に発行されたもの） 

・機械器具調書（別表） 

機械器具の写真 

・誓約書（様式第２） 

・給水装置工事主任技術者選任届出書（様式第３） 

給水装置工事主任技術者免状の写し 

給水装置工事主任技術者証（カードタイプ）の写し 

・給水装置工事事業者に関する確認票 

※ 添付する写真及び主任技術者証（カードタイプ）はカラーとする。 

※ 書類はＡ４を標準とする。写真についてはＡ４に複数枚を貼り、写真タイトルを付け

ること。 

※「給水装置工事事業者に関する確認票」に記載された内容は、市ホームページで公表  

することを目的としています。 

※ 新規指定及び更新の指定証交付時に指定手数料として１０，０００円が必要となりま

す。 
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２．指定内容変更の届出について 

 対象：（ア）事業所の所在地の変更 

    （イ）代表者の氏名の変更 

    （ウ）役員の氏名の変更 

    （エ）届出済みの主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号の変更 

※注意：当該変更のあった日から３０日以内に届出を行ってください。 

（成田市指定給水装置工事事業者規程第 7 条） 

 必要書類 

(ア)事業所の所在地の変更 

・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書（様式１０） 

営業所の平面図及び案内図 

営業所（看板を含む）の外観及び内部写真 

法人：定款の写し（原本証明文を記載し、代表者印を押印したもの） 

登記事項証明書（3か月以内に発行されたもの） 

個人：住民票の写し（3か月以内に発行されたもの）   

成田市指定給水装置工事事業者指定証（返却） 

(イ)事業所の名称及び代表者の氏名の変更 

・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書（様式１０） 

法人：定款及び登記事項証明書  個人：住民票の写し 

成田市指定給水装置工事事業者指定証（返却） 

・誓約書（様式第２）；代表者について変更がある場合添付 

(ウ)役員の氏名の変更 

・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書（様式１０） 

法人：定款及び登記事項証明書  

・誓約書（様式第２） 

(エ)届出済みの主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号の変更 

・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書（様式１０） 

 給水装置工事主任技術者免状の写し 

     給水装置工事主任技術者証（カードタイプ）の写し 

   ※ 主任技術者の新規の選任又は解任の場合は、「給水装置工事主任技術者選任・解任

届出書（様式第３）」を提出してください。  
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３．主任技術者の選任及び解任の届出について 

 必要書類 

・給水装置工事主任技術者選任届出書（様式第３） 

選任の場合：給水装置工事主任技術者免状の写し 

給水装置工事主任技術者証（カードタイプ）の写し 

※注意：該当事由が発生した日から２週間以内に届出を行ってください。 

（成田市指定給水装置工事事業者規程第 12条） 

 

４．指定給水装置工事事業者廃止、休止、再開届出について 

 ※ 廃止・休止：当該廃止又は休止の日から３０日以内に届出ること 

（成田市指定給水装置工事事業者規程第 7 条） 

   再   開：当該再開の日から１０日以内に届出ること 

（成田市指定給水装置工事事業者規程第 7 条） 

 必要書類 

・指定給水装置工事事業者廃止、休止、再開届出書（様式第 11） 

※ (廃止の場合)指定給水装置工事事業者指定証を返却 

 

５．その他 

 ※ それぞれ届出期限が異なりますので、注意してこれを遵守して下さい。 

 ※ 記入方法の見本、申請・届出様式が成田市役所ホームページの申請書ダウンロードペー

ジに掲載されいますので参考にしてください。 

 ※ 規程の届出期限を過ぎた場合は、指定の取り消しとなる場合もありますので注意してく

ださい。 
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指定給水装置工事事業者の義務について 

 給水装置工事ごとに選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して職務を行うものを

指名すること。 

 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メー

ターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損 

その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する

者を従事させ、又はその者に該当工事に従事する者を実地に監督させること。 

 工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の 

条件に適合するよう当該工事を施行すること。 

 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施工技術向上の 

ため、研修の機会を確保するよう努めること。 

 規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合した給水装置を設置すること。 

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適合した機械器具を使用すること。 

 施行した工事ごとに、指名した主任技術者に次の事項に関する記録を作成させ３年間保存

すること。 

① 施主の氏名及び名称 

② 施行の場所 

③ 施行完了年月日 

④ 主任技術者の氏名 

⑤ 竣工図 

⑥ 工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項 

⑦ 工事に係る給水装置の構造及び材質が施行令に定める基準に適合しているかどうか

の確認方法及びその結果 

 設計審査を受ける前に、設計審査に係る申請書に設計図面を添えて申請する。 

 給水装置工事検査を受けるため工事完了後は速やかに当該工事検査に係る申請書を提出

する。 

 検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて検査を 

受けなければならない。 

 


